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情報
１月の納税

○固定資産税　　　　　　４期
○町県民税　　　　　　　４期
○国民健康保険税　　　　７期
○後期高齢者医療保険料　７期

・固定資産税、町県民税は今年度最後の納期と
　なりますので、未納がないかご確認ください。

納期限は1月31日（木）納期限

募　集

　パソコンの基本的な操作やWord（ワード）の文字入力
や図形、表の作成などを学ぶことが出来る入門講座です。
▶日時　平成31年2月23日・3月9日（土）全２日間
▶時間　午前９時30分～午後３時30分
▶場所　クリエートパソコン教室（水戸市北見町８－１２）
　　　　※無料駐車場有り
▶定員　15人（応募者多数の場合は抽選）　
▶対象者　ひとり親家庭の母・父及び寡婦で２日間必ず
　　　　出席できるパソコン初心者
▶自己負担額　３００円（資料代）
▶申込期間　平成31年１月７日（月）～１月31日（木）
　【申込・問合せ先】
　（社福）茨城県母子寡婦福祉連合会
　茨城県母子家庭等就業・自立支援センター
　水戸市三の丸１－７－４１
　☎０２９－２３３－２３５５

ひとり親家庭応援
「パソコン初級講習会」

お知らせ

　「円満な相続がしたい」「会社を立ち上げたい」「必
要な許認可はなにか」「農地転用したい」など暮らしの
なかでお困りのことはありませんか。行政書士が、親
切・丁寧に皆さまのお悩みをお聞きします。
　相談は無料・秘密厳守です。事前申し込みは不要です
ので、お気軽にご利用ください。
▶日時　平成31年1月21日（月）　午後１時～４時
▶場所　茨城町総合福祉センター
　　　 「ゆうゆう館」２階会議室３
▶相談員　茨城県行政書士会　水戸支部会員
　【問合せ先】水戸支部事務局　木村
　　　　　　 ☎０２９－２５１－３１０１

行政書士無料相談会を
開催します

力力力力力力
。。。。。
間間間間間間間

２２２２２２２２））））））

▶相談員　茨城県行
　【問合せ先】水戸支
　 　 　 ☎０２

お知らせ

　経済的理由により大学・短期大学・専修学校の専門課
程での修学が困難な学生を対象に奨学金を貸付けます。
　奨学生として採用された場合、貸付金額は月額２万円
（年額24万円）を在学する大学等の正規の修業期間にわ
たり貸付けを行います。
　また、大学等を卒業後、６か月以内に茨城町に定住を
開始し、その後５年間を経過した場合には奨学金全額の
返済を免除します。
　詳細は、広報いばらき12月15日号及び町ホームペー
ジに掲載しています。
▶対象　大学・短期大学・専修学校（専門課程）に在学
　　　する方
▶定員　５人
▶申込方法　学校教育課へ申請書等を持参してください。
▶申込期間　平成31年3月1日（金）～４月26日（金）
　【問合せ先】学校教育課　☎０２９－２４０－７１２１（直通）

茨城町奨学金貸付事業

▶申込期間　平成3
　【問合せ先】学校教

お知らせ

　救急医療の現場からドクターヘリについて（水戸医療
センター　救急医療部長　安田貢氏）と、在宅で受けら
れる訪問看護の現状について（在宅看護センター和音
看護師　黒澤薫子氏）の講演会を開催します。
▶日時　平成31年2月13日（水）
　　　　午後２時～３時30分
▶場所　茨城町総合福祉センター
　　　　「ゆうゆう館」２階視聴覚室
▶対象　茨城町在住の方
▶定員　約80人
▶参加費　無料
▶申込期間　平成31年1月7日（月）～2月4日（月）
▶申込方法　下記までお電話にてお申し込みください。
　【申込・問合せ先】長寿福祉課
　　　　　　　　　 ☎０２９－２９１－８４０７（直通）

在宅医療・介護連携講演会

水水水水水水水戸市戸市戸市戸市戸市戸市戸市三の三の三の三の三の三の三の三三三 丸１丸１丸１丸１丸１丸１丸１－－－－－－－
☎☎☎☎☎☎０２０２０２０２０２０２０２０２９－９－９－９－９－９９－２３２３２３２３２３３３２３３３３３３３３

お知らせ

　募金は「いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆめ大
会」の運営費用となります。５千円以上の寄付をされた
方には、もれなく記念品としてオリジナルスポーツタオ
ルとピンバッジをプレゼント！
▶募金の方法　県内の主な金融機関に専用の振込依頼書
を用意しています。詳細は金融機関の窓口までお問い
合わせください。
▶税制上の優遇措置について
・法人の場合：法人税法に基づき、寄付金の全額を損金
算入することができます。

・個人の場合：所得税法及び地方税法に基づき、２千円を
超える金額を寄付された場合は、確定申告を行うことで、
所得税及び住民税の寄付控除金額の対象となります。
▶受付期間　2019年10月31日(木)まで
【問合せ先】いきいき茨城ゆめ国体・いきいき茨城ゆ
め大会実行委員会事務局（茨城県国体・障害者スポー
ツ大会局　総務企画課）☎０２９－３０１－５４０５

募金で2019茨城国体・
全国障害者スポーツ大会
に参加しませんか？ いばラッキー
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税務課からのお知らせ
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８　よくあるお問合せ

　　確定申告の基礎控除は３８万円ですが、町県民税申告や課税証明書では３３万円です。なぜですか。
　　確定申告書は所得税法、町県民税申告は地方税法をもとにしているため、控除額が異なります。

　　外国人の技能実習生を雇っている個人事業主です。実習生自身の申告はどうすればよいですか。
　　実習生の方につきましては、「給与支払報告書」を税務課に提出していただければ、申告の必要はあ
りません。給与支払報告書の提出についてご不明な点があれば、税務課までお問い合わせください。

　　公共事業で土地が収用されました。所得税がかからないと聞きましたが、申告は不要ですか。
　　収用等であっても譲渡所得になりますので、申告が必要です。買取証明書等をお持ちください。

　　町の申告会場で所得税が還付になりそうですが、還付金が早く振込みされる簡単な方法はないですか。
　　これまでの申告とほとんど変わらない方法で、早期の還付が見込めるものがあります。源泉徴収票等、
お返しできる書類もあります。申告受付時にお申し出ください。

水戸税務署からのお知らせ

　平成３０年分の確定申告会場開設期間は、２月１８日（月）から３月１５日（金）です。

▶開設期間　　平成31年２月18日（月）～３月15日（金）
　　　　　　　土・日を除きますが、２月24日及び３月３日の日曜日は開場します。
▶受付時間　　午前９時～午後４時
▶場　　所　　「中央ビル（４階）」水戸市泉町２－３－２（京成百貨店ななめ向かい）
　　　　　　　※無料駐車場はありません。ご来場の際には公共交通機関をご利用ください。
▶備　　考　　申告会場では、ご自身でパソコンを操作し、申告書を作成していただくことを基本として

います。国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」でも確定申告書が作成できま
すのでご活用ください。

【問合せ先】　水戸税務署　☎０２９－２３１－４２１１（代表）
　　　　　　　〒３１０－８６６６　水戸市北見町１番１７号
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A

Q
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「申告に行きたいのですが、今混雑していますか？」
「受付をしましたが、あとどのくらいで順番ですか？」

等のお問合せには、状況が変わるため電話でのお答えができません。
ご了承くださいますようお願いします。

【問合せ先】
　　　　　　税務課　住民税グループ　☎０２９－２４０－７１１４（直通）

【税務課からのお願い】

※確定申告会場開設期間中、
　水戸税務署の庁舎では申告
　相談を行っておりませんの
　でご注意ください。確定申告

会　　場

水戸駅

税務署

京　成
百貨店

至 常陸太田

至 末広町

泉町１丁目 南町２丁目

至 大工町
至 千波湖

●水戸中央
　郵便局

北口

●水戸警察署

水戸地方気象台●

一
方
通
行入

口
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